
 

 

※ 

常
福

寺
五
重
塔
の

建
立
に
つ
い

て
は
、 

【
草
戸
千

軒
へ
の
招
待
】

コ
ー
ナ
ー
の 

「
伏
鉢
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 

※ 

常
福

寺
五
重
塔
の

建
立
に
つ
い

て
は
、 

【
草
戸
千

軒
へ
の
招
待
】

コ
ー
ナ
ー
の 

「
伏
鉢
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 

                                                                                                                            

                              

                              

  
中
世
文
書

も

ん
じ

ょ

を
読
む
（十
一
） 

史
料
か
ら
見
た
草
戸
千
軒 

今
回
の
『
中
世
文
書
を
読
む
』
は
、
「
草
戸
千
軒
」

に
つ
い
て
記
し
た
文
書
を
紹
介
し
、
解
読
し
ま
す
。 

中
世
文
書
か
ら
「
草
戸
千
軒
」
の
ど
ん
な
こ
と
が

分
か
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

番
号
順
（
①
～
⑱
）
に
見
て
い
っ
て
ね
。 

 
② 

明
徳
２
年
（
１
３
９
１
）
頃
、 

備
後
国
の
「
ク
サ
イ
ツ 

草
土
」
に
、 

西
大
寺
の
末
寺
の
「
常
福
寺
」
が
あ
っ
た
こ
と
が 

分
か
る
よ
。 

常
福
寺
は
、
今
の
明
王
院
の
前
身
寺
院
。 

つ
ま
り
、
今
の
明
王
院
の
あ
る
、 

現
在
の
福
山
市
草
戸
町
の
辺
り
は
、 

14
世
紀
の
末
期
に
は 

「
ク
サ
イ
ツ 

草
土
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ん
だ
！ 

③
「
ク
サ
イ
ツ
」
を
漢
字
で
書
く
と
「
草
出
」
。 

「
出
」
と
い
う
字
の
訓
読
み
は
、
古
く
は
「
い
づ
」
で
し
た
。 

（
例
１
）
お
そ
く
い
づ
る
月 

（
例
２
）
市
に
い
で
て
売
る 

草
木
が
、
次
第
に
、
枝
を
張
っ
て
、
上
に
延
び
出
て
茂
る
か
た
ち

か
ら
、
「
出
」
と
い
う
字
が
で
き
ま
し
た
。 

文
字
ど
お
り
、
「
草
木
が
生
い
茂
る
と
こ
ろ
」
だ
っ
た
の
で
、 

「
く
さ
い
づ
」
と
呼
ば
れ
、
「
ク
サ
イ
ツ 

草
出
」
と 

記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

④ 

常
福
寺
の
本
堂
は
、
元
応
３
年
（
１
３
２
１
）
の
建
立
。 

五
重
塔
は
、
貞
和
４
年
（
１
３
４
８
）
に
「
一
文
勧
進
之
小
資
」 

（
わ
ず
か
ば
か
り
の
寄
付
）
が
集
め
ら
れ
て
建
て
ら
れ
た
。 

「
ク
サ
イ
ツ 

草
土
」
に
住
む
人
々
や 

「
ク
サ
イ
ツ 

草
土
」
を
訪
れ
る
人
々
が
、 

仏
様
の
加
護
を
求
め
て
寄
付
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。 

「
ク
サ
イ
ツ 

草
土
」
は
、
本
堂
や
五
重
塔
の
建
つ
常
福
寺
が 

宗
教
活
動
を
営
め
る
く
ら
い
、
た
く
さ
ん
の
人
が
住
み
、 

た
く
さ
ん
の
人
が
訪
れ
る
「
ま
ち
」
に
な
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。 

① 

史
料
１
は
、 

奈
良
の
西
大
寺
の
末
寺
の
リ
ス
ト
で
す
。 

こ
の
史
料
の
奥
（
最
後
）
に 

「
明
徳
二
年
九
月
廿
八
日 

書
改
之
了
」
と
あ
り
、 

明
徳
２
年
（
１
３
９
１
）
段
階
の 

西
大
寺
の
末
寺
を
、 

こ
の
と
き
に
確
認
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。 

 

備
後
國 

 

尾
道 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ク
サ
イ
ツ
草
土 

浄
土
寺 

 
 
 
 

常
福
寺 

 
今
高
野 

大
田
庄 

金
剛
寺 

史料１ 



 

 

史
料
２ 

                             

                              

                

史
料
３ 

             

⑤ 

史
料
２
は
、
文
明
17
年
（
１
４
８
５
）
に
、 

尾
道
の
権
現
堂
（
今
の
千
光
寺
）
の
大
進
と
い
う
お
坊
さ
ん

が
熊
野
那
智
大
社
へ
引
率
し
案
内
す
る
「
旦
那
」
（
信
者
）

た
ち
を
記
し
た
も
の
で
す
。 

「
草
出
」
の
「
津
」
（
港
）
に
は
、
か
つ
て
「
神
上
寺
」

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

し
か
し
、
文
明
17
年
（
１
４
８
５
）
に
は
、
寺
は
無
く

な
り
「
跡
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

⑧ 

次
に
、
史
料
３
は
、 

福
山
市
鞆
町
の
安
国
寺
の
本
尊
、 

木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
の
胎
内
（
内
部
）
か
ら 

見
つ
か
っ
た
資
料
で
す
。 

一
緒
に
見
つ
か
っ
た
お
経
な
ど
か
ら
、 

こ
の
仏
像
が
、
文
永
11
年
（
１
２
７
４
）
に 

安
国
寺
の
前
身
の
金
宝
寺
の
本
尊
と
し
て
、 

今
の
長
野
県
の
善
光
寺
の
本
尊
を
ま
ね
て 

造
ら
れ
た
こ
と
や
、 

史
料
３
が
、
そ
の
と
き
寄
付
を
募
っ
た
ノ
ー
ト 

（
勧
進
帳
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

⑥ 

神
上
寺
は
無
く
な
っ
た
け
ど
、 

寺
跡
の
裏
側
の
信
者
た
ち
は
、 

全
て
尾
道
の
権
現
堂
の
大
進
に
引
率
さ
れ
て 

熊
野
那
智
大
社
へ
お
参
り
し
た
よ
。 

お
そ
ら
く
、
神
上
寺
が
「
草
出
」
の
「
津
」
に 

あ
っ
た
と
き
に
は
、
神
上
寺
の
お
坊
さ
ん
の
引
率
で 

熊
野
詣
を
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。 

史
料
１
の
「
常
福
寺
」
が
「
ク
サ
イ
ツ 

草
土
」
に 

あ
っ
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、 

「
草
出
」
の
海
側
が
「
津
」
、 

山
側
が
「
草
土
」
と 

呼
ば
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
よ
！ 

⑦ 

史
料
１
・
２
か
ら
、
15
世
紀
後
半
に
は
、 

常
福
寺
の
本
寺
の
西
大
寺
や
、 

神
上
寺
・
尾
道
権
現
堂
が
先
達
（
案
内
人
）
を 

務
め
た
熊
野
那
智
大
社
な
ど
、 

近
畿
地
方
の
大
寺
社
が 

自
分
た
ち
の
信
仰
を
広
め
よ
う
と
、 

「
草
出
」
の
「
草
土
」
や
「
津
」
で 

活
動
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
よ
！ 

「
草
出
」
は
、
こ
の
よ
う
な
大
寺
社
が 

宗
教
活
動
を
盛
ん
に
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い 

と
こ
ろ
だ
っ
た
の
よ
！ 

 

備
後
国
尾
道
権
現
堂
が 

熊
野
那
智
大
社
の
御
師
、
廊
之
御
坊
へ
引
率
し
案
内
す
る
檀
那
の
皆
様 

御
調
郡
内
の
河
南
・
河
北
一
帯 

新
庄
の
内
今
津
・
今
伊
勢
一
帯 

御
調
郡
の
内
五
ケ
庄
の
内
一
帯 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
内
、
歌
島
は
惣
持
院
が
引
率
案
内
す
る
。 

同
じ
く
山
南
・
山
北
一
帯 

草
出
津
の
神
上
寺
跡
の
裏
側
の
檀
那(

信
者)
の
皆
様 

木
来
・
栗
原
・
吉
波
一
帯 

こ
の
ほ
か
権
現
堂
が
案
内
す
る
人
は
、
神
村
の
人
を 

除
き
、
廊
之
御
坊
へ
御
案
内
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尾
道
権
現
堂 

文
明
十
七
年
（
１
４
８
５
）
閏
三
月
二
十
九
日 

大
進
（
花
押
） 

せ
ん
く
わ
う
し
の
に
よ
ら
い
の
す
ゝ
め
の
事 

二
百
文 

お
た
の
よ
し
む
ね 

二
百
文 

た
ん
ち
の
た
め
む
ね 

（
中
略
） 

廿
一
日 

百
文 

 

あ
そ

ん

（
か
し
ヵ
）

の
の
ふ
つ
ね 

く
さ
い
て
さ
ふ
ら
う
殿 

三
百
文 

き
の
ゝ
り
ひ
ろ 

 
 
 
 
 
 
 

壱
人 

（
後
略
） 



 

 

                       

 

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

史
料
４ 

                                                                                                                      

  

 

                             

⑨ 

「
く
さ
い
て
」
は
、 

漢
字
で
書
く
と
「
草
出
」
と
な
る
の
で
、 

こ
れ
も
「
草
出
」
の
こ
と
だ
と
思
う
よ
！ 

「
さ
ふ
ら
う
殿
」
と 

「
き
の 

の
り
ひ
ろ
」
っ
て
人
が 

合
わ
せ
て
「
三
百
文
」
を
寄
付
し
た
ん
だ
。 

今
の
お
金
に
し
て
、
約
３
万
円
。 

⑪ 

13
世
紀
中
頃
に
は
、 

「
く
さ
い
て
」
（
草
出
）
と
鞆
の
人
々
が 

交
流
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。 

15
世
紀
後
半
の
「
草
出
」
に
は 

「
津
」
（
港
）
が
あ
り
ま
し
た
（
史
料
２
）
。 

鞆
も
著
名
な
港
町
で
し
た
。 

し
た
が
っ
て
、 

「
く
さ
い
て
」
（
草
出
）
と
鞆
の
間
の
交
流
は 

船
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。 

⑩ 

社
会
不
安
が
続
く
中
、 

「
く
さ
い
て
」
（
草
出
）
の
人
の
中
に
も
、 

金
宝
寺
の
阿
弥
陀
さ
ん
を
造
る
事
業
に
賛
同
し
、 

寄
付
し
た
人
が
い
た
の
ね
！ 

こ
の
よ
う
な
人
々
の
行
い
の
延
長
線
上
に
、 

常
福
寺
五
重
塔
の
建
立
の
た
め
、 

「
一
文
勧
進
之
小
資
」
（
わ
ず
か
ば
か
り
の
寄
付
） 

を
積
む
と
い
う
人
々
の
動
き
が
あ
っ
た
の
よ
！ 

⑫ 

最
後
に
、
史
料
４
は
、 

貞
和
６
年
（
観
応
元
年
＝
１
３
５
０
）
12
月
に
、 

周
防
国
（
今
の
山
口
県
東
部
）
の
内
藤
氏
が
、
足
利
直
冬
に
宛
て
た
軍
忠

状
で
す
。 

足
利
直
冬
は
、
足
利
尊
氏
の
実
子
で
、
後
に
尊
氏
の
弟
の
直
義
の
養
子

に
な
り
ま
す
。 

こ
の
年
、
尊
氏
と
直
義
が
対
立
し
、
争
い
を
始
め
る
（
観
応
の
擾
乱
）

と
、
直
冬
は
直
義
に
味
方
し
ま
し
た
。 

こ
の
と
き
、
内
藤
氏
は
、
直
冬
の
も
と
に
馳
せ
参
じ
た
の
で
し
た
。 

※ 
文
永
11
年
（
１
２
７
４
）
は
、
ど
ん
な
年
・
・
？ 

元
寇
（
文
永
の
役
）
の
あ
っ
た
年
。 

こ
の
年
以
前
か
ら
、
元
（
モ
ン
ゴ
ル
）
軍
は 

日
本
（
鎌
倉
幕
府
）
に
使
者
を
送
り
、 

武
力
に
よ
っ
て
国
交
を
迫
っ
て
い
た
。 

そ
の
た
め
、
不
安
な
世
の
中
と
な
っ
て
い
た
。 

内
藤
肥
後
徳
益
丸
の
代
わ
り
に
審
覚
が
謹
ん
で
言
上
す
る
。 

早
く
慣
例
に
従
っ
て
、
一
つ
は
軍
忠
に
よ
り
、
ま
た
一
つ
は
現
在
支
配
し
て
い

る
事
実
に
よ
り
、
次
の
地
頭
職
を
安
堵
（
保
証
・
承
認
）
す
る
御
下
文
を
頂
戴
し

て
証
拠
資
料
と
し
て
備
え
た
い
。 

（
中
略
） 

右
の
所
領
は
、
徳
益
丸
が
重
代
相
伝
し
、
現
在
も
知
行
（
支
配
）
し
て
い
る
こ

と
は
相
違
な
い
。
右
大
将
（
源
頼
朝
）
家
以
来
の
御
下
文
や
代
々
受
け
継
が
れ
た

文
書
（
正
文
）
等
を
備
え
て
お
届
け
す
べ
き
と
こ
ろ
、
通
行
が
困
難
な
た
め
、
持

参
で
き
な
い
。 

そ
こ
で
、
厚
東
周
防
権
守
が
正
文
と
照
合
し
て
間
違
い
な
い
と
い
う
証
明
を
コ

ピ
ー
の
裏
面
に
記
し
て
、
報
告
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
死
亡
し
た
父
内
藤
肥
後

孫
六
盛
信
は
、
去
年
（
１
３
４
９
年
）
備
後
国
（
の
鞆
）
へ
（
足
利
直
冬
が
）
御

下
向
さ
れ
た
最
初
か
ら
草
津
に
馳
せ
参
じ
奉
公
の
忠
節
を
し
、
尾
道
へ
も
付
き
従

っ
た
の
で
、
御
感
の
御
教
書
（
感
謝
状
）
を
頂
戴
し
た
。
そ
し
て
、
九
月
二
日
ま

で
在
陣
し
た
と
こ
ろ
、
反
乱
が
再
び
起
こ
っ
た
の
で
、
周
防
国
へ
下
向
し
た
。 

（
後
略
） 

※ 

軍
忠
状
と
は
・
・
・
？ 

中
世
に
、
戦
い
に
参
加
し
た
武
士
が 

自
ら
の
戦
功
（
て
が
ら
）
を
書
き
上
げ
て
、 

大
将
に
提
出
し
た
文
書
。 

受
け
取
っ
た
大
将
は
、 

そ
の
文
書
の
奥
（
最
後
）
や
裏
な
ど
に
、 

戦
功
を
承
知
し
た
こ
と
を
示
す
文
章
を 

載
せ
る
。 

 

戦
功
を
あ
げ
た
武
士
が
、 

褒
美
を
も
ら
う
際
の
証
拠
と
な
っ
た
。 



 

 

                              

                              

   

⑬ 

足
利
直
冬
は
、
貞
和
５
年
（
１
３
４
９
） 

４
月
頃
に
備
後
国
鞆
（
今
の
福
山
市
鞆
町
）
に 

や
っ
て
く
る
。 

そ
の
最
初
か
ら
、
内
藤
氏
は 

「
草
津
」
に
馳
せ
参
じ
、 

尾
道
へ
も
付
き
従
っ
た
と
記
し
て
い
る
よ
！ 

こ
の
こ
と
か
ら
、 

鞆
の
直
冬
に
味
方
す
る
軍
勢
は
、 

「
草
津
」
に
も
集
結
し
た
こ
と
が
分
か
る
よ
。 

⑭ 

味
方
の
軍
勢
が 

「
草
津
」
に
駐
留
し
て
い
る
情
報
が 

鞆
の
足
利
直
冬
に
届
け
ら
れ
て
い
る
よ
。 

ま
た
、
鞆
の
足
利
直
冬
が
尾
道
に
移
動
す
る
情
報
が 

「
草
津
」
の
軍
勢
に
伝
わ
っ
て
い
る
。 

こ
れ
は
、
単
に
、
情
報
が
陣
営
内
を 

ス
ム
ー
ズ
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、 

そ
の
前
提
と
し
て
、
鞆
と
「
草
津
」
の
間
を
、 

人
や
モ
ノ
や
情
報
が
日
常
的
に
行
き
来
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
な
ぁ⁈

 

⑮ 

内
藤
氏
が
鞆
に
い
る
直
冬
に
対
し
て 

「
奉
公
」
の
「
忠
節
」
を
す
る
た
め
に 

馳
せ
参
じ
た
「
草
津
」
と
は
、 

鞆
に
近
い
「
津
」
（
港
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

「
草
出
」
の
人
々
は
、
13
世
紀
中
頃
か
ら 

鞆
と
日
常
的
に
交
流
を
し
て
い
ま
し
た
し
、 

「
草
出
」
に
は
「
津
」
も
あ
り
ま
し
た
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
草
津
」
と
は 

「
草
（
出
）
」
の
「
津
」
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
ま
す
。 

⑯ 

以
上
の
よ
う
に
、
「
草
出
」
は
、 

多
く
の
人
々
が
住
み
、 

多
く
の
人
々
が
集
う
「
ま
ち
」
だ
っ
た
。 

こ
の
「
ま
ち
」
は
、 

13
世
紀
後
半
に
は
「
く
さ
い
て
」
（
史
料
３
）
、 

14
世
紀
中
頃
に
は
「
草
（
出
）
」
の
「
津
」
（
史
料
４
）
、 

14
世
紀
末
期
に
は
「
ク
サ
イ
ツ 

草
土
」
（
史
料
１
）
、 

15
世
紀
後
半
に
は
「
草
出
」
の
「
津
」
（
史
料
２
） 

の
よ
う
に
、
中
世
文
書
に
記
録
さ
れ
た
け
ど
、 

こ
の
ほ
か
に
も
、
次
表
の
よ
う
に 

中
世
文
書
に
登
場
す
る
よ
。 

⑰ 

「
草
出
」
の
山
側
が
「
草
土
」
、 

「
草
出
」
の
海
側
が
「
津
」
「
草
津
」
な
ら
、 

表
の
№
４
の
「
草
井
地
」
は 

「
草
出
」
の
「
井
地
」
（
市
）
、 

す
な
わ
ち 

草
市 

と
推
定
さ
れ
る
ね
！ 

「
草
井
地
」
と
「
鞆
」
（
表
の
№
４
）
、 

「
草
津
」
と
「
鞆
」
（
表
の
№
３
）
、 

「
草
土
」
と
「
鞆
浦
」
（
表
の
№
７
）
の
よ
う
に
、 

「
草
出
」
は
鞆
と
海
陸
の
ル
ー
ト
で 

結
ば
れ
て
い
た
の
よ
。 

 

⑱ 

発
掘
調
査
さ
れ
た
「
草
戸
千
軒
町
遺
跡
」
は
、 

常
福
寺
（
現
在
の
明
王
院
）
の
東
麓
に
広
が
る 

中
世
の
港
町
の
遺
跡
で
し
た
。 

な
の
で
、
表
の
№
３
（
史
料
４
）
・
４
・
８
（
史
料
２
） 

に
見
ら
れ
る
「
草
出
」
の
「
津
」
（
港
）
と
「
井
地
」
（
市
）

の
集
落
の
一
部
が
、
発
掘
さ
れ
た
「
草
戸
千
軒
」
と
思
わ
れ

ま
す
。 

15
世
紀
後
半
の
表
の
№
８
（
史
料
２
）
を
最
後
に 

「
草
出
」
と
い
う
地
名
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
お
そ
ら

く
「
草
出
」
の
「
津
」
（
港
）
と
「
井
地
」
（
市
）
が
衰
退

し
て
「
草
土
」
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 

な
お
、
現
在
は
「
草
戸
」
と
記
し
て
い
ま
す
。 


